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「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」に基づく認定制度、登録日本語教員の
制度について、下記のとおり進めることを予定。 ※登録日本語教員の登録等に係る経過措置は法施行後５年間としている。

11月24日
日本語教育小委
員会
●教育面に係る
指針など,認定
や登録に係る
細則等をとり
まとめ

省
令
・
告
示

公
布

11月
10日

試
行
試
験

実
施

12/10

日
本
語
教
員
登
録
開
始

登
録

実
践
研
修
機
関
・

教
員
養
成
機
関

申
請
開
始

６月
２日


